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漁港漁場整備法

漁港漁場整備事業の

推進に関する基本方針

第6条の2
農林水産大臣は、漁港漁場整備事業の推進に関する

基本方針を定めなければならない。

Ⅲ．漁港漁場整備事業の施行上必要とされる技術的指針

に関する事項：

性能規定化に対応した設計の推進が必要

漁港・漁場の施設の

設計参考図書

「基本方針」及び「細目通知」の詳細な解説

漁港・漁場の施設の設計に関する技術的な参考資料

漁港漁場整備事業の施行上必

要とされる技術的指針の細目

について

「技術的指針」の解釈の運用：

漁港・漁場の施設の設計の基本的な考え方、並びに

各漁港・漁場の施設の目的、要求性能及び性能規定
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4.2 性能記述の階層 

漁港・漁場の施設の性能記述に関する階層は、図 1-4-1 に示すように目的、要求性能、性能規定及

び性能照査で構成されている。 

 
図1-4-1 漁港・漁場の施設の性能記述の階層と性能照査 

 
「基本方針」では、表 1-2-1 及び表 1-2-3 の分類に示された漁港・漁場の施設について、規模と配

置及び構造に関する記述があり、これが各施設の目的、要求性能及び性能規定となっている。 
さらに、「細目通知」では、施設区分や構造形式を細分化した目的、要求性能及び性能規定が示さ

れている。 
漁港・漁場の施設の設計にあたっては、設計対象施設の目的を明確にした上で、その目的を達成す

るために必要な要求性能を設定し、性能照査ができるように具体的に構造物の限界状態、作用・環境

的影響の程度とそれらの組み合わせ及び時間などを性能規定として明示しなければならない。 
性能照査は、この性能規定の内容に応じて行われることとなる。 
また、性能照査には、「本書」において標準とする「照査アプローチ B」とそれ以外の手法による「照

査アプローチ A」があり、これらを設計者が自由に選択できるように並列して位置づけている。 
 

4.2.1 目的 

「目的」とは「漁港・漁場の施設を設置する理由について、事業者又は利用者（供用者）の観点か

ら記述したもの」であり、「細目通知」において、表 1-2-1～表 1-2-3 の分類に示された施設区分に対

して規定している。 
目的は、その施設を設置する理由であると同時に、要求性能を導き出す根拠として最も重要な項目

として、性能記述の階層では最上位に位置している。この目的を根拠に、施設に必要とされる要求性

能を定めていくこととなる。 
 
4.2.2 要求性能 

「要求性能」とは「漁港・漁場の施設が目的を達成するために必要とされる性能」であり、「細目

通知」において、表 1-2-1～表 1-2-3 の分類に示された施設区分に対して規定している。 

漁港漁場整備事業の施行上必要とされる

技術的指針の細目について 

 
設計参考図書目的 

｜ 

要求性能 

｜ 

性能規定 

｜ 

性能照査 

（照査アプローチＢ） 

性能照査 

（照査アプローチＡ） 

・基本要求性能 

・付加要求性能 

・構造物の限界状態 

・作用・環境的影響の程度と

それらの組み合わせ 

・時間 

漁港漁場整備事業の推進 

に関する基本方針 

 

Ⅲ．技術的指針に関する事項 

(1) 規模と配置に関する事項 

(2) 構造に関する事項 
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